
資料２ 

武蔵村山市市民健康づくり推進協議会要綱 

平成３０年７月１９日 

訓令（甲）第１４号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、武蔵村山市市民健康づくり推進要綱（昭和５５年武蔵村山市訓令（甲）第５号。

以下「推進要綱」という。）第２条第２項の規定に基づき、武蔵村山市市民健康づくり推進協議会

（以下「協議会」という。）の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 協議会は、次に掲げる者につき市長が任命又は委嘱する１６人の委員をもつて組織する。 

⑴ 地域医療を担当する者 ３人 

⑵ 関係行政機関の職員 １人 

⑶ 教育関係者又は学校関係者 ２人 

⑷ 健康づくり又は食育に関する地域活動を行う者 ５人 

⑸ 農業関係者 １人 

⑹ 市民部保険年金課長の職にある者 

⑺ 健康福祉部子育て支援課長の職にある者 

⑻ 教育部学校給食課長の職にある者 

⑼ 教育部スポーツ振興課長の職にある者 

（委員長及び副委員長の選任・権限） 

第３条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選による。 

３ 委員長は、協議会を代表して、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務

を代理する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第５条 協議会は、委員長が招集する。 

２ 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

（意見等の聴取） 

第６条 協議会は必要があると認めたときは、協議会委員以外の者の出席を求め意見又はその説明を

聞くことができる。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、健康福祉部健康推進課において処理する。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 



●武蔵村山市市民健康づくり推進協議会名簿 

（敬称略） 

区 分 氏 名 備 考 

地域医療を担当する者 

半 田 宏 一 一般社団法人武蔵村山市医師会 

乙 幡 和 利 東京都武蔵村山市歯科医師会 

佐 藤  航航 武蔵村山市薬剤師会 

関係行政機関の職員 河 西 あかね 多摩立川保健所 

教育関係者又は学校関係

者 

清 水  実実 武蔵村山市小・中学校校長会 

吉 村 康 佑 学校給食課栄養教諭 

健康づくり又は食育に関

する地域活動を行う者 

長 島 静 子 武蔵村山病院栄養科 

渡 邉 純 子 多摩立川地域活動栄養士会 

田 中 正 隆 武蔵村山市体育協会 

鈴 木 寿 子 生活クラブ生協まち武蔵村山 

山 下 春 香 特定非営利活動法人子育て未来ネットこどもと 

農業関係者 髙 橋  治治 武蔵村山市農友会 

市民部保険年金課長の職

にある者 
松 下 君 江 保険年金課長 

健康福祉部子育て支援課

長の職にある者 
三 條 博 美 子育て支援課長 

教育部学校給食課長の職

にある者 
児 玉 眞 一 学校給食課長 

教育部スポーツ振興課長

の職にある者 
指 田 政 明 スポーツ振興課長 

 

 


